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犬山市議会第１４号議案  

 

   犬山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について  

 

 犬山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のように定めるものとする。  

 

  令和８年２月２５日提出  

 

                   犬山市長  原   欣  伸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （説  明）  

 この案を提出するのは、災害応急作業等手当を支給するため必要が

あるからである。  
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   犬山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  

 

 犬山市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和４８年条例第８号）

の一部を次のように改正する。  

 第２条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。  

３  職員が同一の日において別表災害応急作業等手当の項に定める勤

務内容のうち、その異にする２以上の勤務に従事したときは、当該

勤務に応じて定める手当の額のうち最も高い額の手当を支給する。  

 別表中  

「  

福

祉

現

業

手

当  

社会福祉事務所等におい

てケースワーク業務に従

事したとき。  

１日につき  ２５０円  

行旅病人の収容作業に従

事したとき。  

１回につき  １，０００円  

行旅死亡人の収容作業に

従事したとき。  

１回につき  ２，０００円  

                              」  

を  

「  

福

祉

現

業

手

当  

社会福祉事務所等におい

てケースワーク業務に従

事したとき。  

１日につき  ２５０円  

行旅病人の収容作業に従

事したとき。  

１回につき  １，０００円  

行旅死亡人の収容作業に

従事したとき。  

１回につき  ２，０００円  

災

害  

異 常 な 自 然 現 象 に よ り

重 大 な 災 害 が 発 生 し 、 

１日につき  ７１０円（大規模

な災害として市長が定める災害 
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応

急

作

業

等

手

当  

又 は 発 生 す る お そ れ が

あ る 道 路 、 堤 防 等 に お

い て 行 う 巡 回 監 視 に 従

事したとき。  

（以下「大災害」という。）に

係る作業に従事した場合にあっ

て は 、 １ ， ０ ８ ０ 円 ） 。 た だ

し、作業が次の各号に掲げる場

合に該当するときは、この額に

当該各号に定める率を乗じて得

た額。  

 (1) 日没時から日出時までの

間 に お い て 行 わ れ た 場 合

（ 次 号 に 掲 げ る 場 合 を 除

く。）  １００分の１５０  

 (2) 市長が著しく危険である

と認める区域で行われた場

合  １００分の２００  

 異常な自然現象により重

大な災害の発生した箇所

又は発生するおそれの著

しい箇所で行う応急作業

又は応急作業のための災

害状況の調査に従事した

とき。  

１日につき  １，０８０円。た

だし、作業が次の各号に掲げる

場合に該当するときは、この額

に当該各号に定める率を乗じて

得た額。  

 (1) 日没時から日出時までの

間 に お い て 行 わ れ た 場 合

（ 次 号 に 掲 げ る 場 合 を 除

く。）  １００分の１５０  

 (2) 市長が著しく危険である

と認める区域で行われた場

合  １００分の２００  

 異常な自然現象により重

大な災害が発生し、又は

発生するおそれがある場

合において、災害対策基  

１日につき  ７１０円（大災害

に係る作業に従事した場合にあ

っては、１，０８０円）。ただ

し、作業が深夜において行われ  
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 本法（昭和３６年法律第

２２３号）第２３条第１

項又は第２３条の２第１

項の規定に基づき災害対

策本部が設置された犬山

市以外の地方公共団体の

区域に派遣されて行う災

害応急対策の作業に従事

したとき。  

た場合にあっては、この額に１

０ ０ 分 の １ ５ ０ を 乗 じ て 得 た

額。  

 大災害が発生した市外の

区域において、愛知県内

広 域 消 防 相 互 応 援 協 定

（平成１５年４月１日締

結）に基づく消防相互応

援による消防業務又は消

防組織法（昭和２２年法

律第２２６号）第４５条

第１項に規定する緊急消

防援助隊としての消防業

務に従事したとき。  

１日につき  ２，１６０円  

                              」  

に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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○犬山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正のための新旧対照表 

新（改正後） 旧（改正前） 

 （手当の支給） 

第２条  略 

２  略 

３ 職員が同一の日において別表災害応急作業等手当の項に定める勤務内容の

うち、その異にする２以上の勤務に従事したときは、当該勤務に応じて定め

る手当の額のうち最も高い額の手当を支給する。 

４  略 

別表（第２条関係） 

手当の種類 勤務内容 手当の額 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

福祉現業手

当 

社会福祉事務所等におい

てケースワーク業務に従

事したとき。 

１日につき ２５０円 

行旅病人の収容作業に従

事したとき。 

１回につき １，０００円 

行旅死亡人の収容作業に

従事したとき。 

１回につき ２，０００円 

災害応急作

業等手当 

異常な自然現象により

重大な災害が発生し、

又は発生するおそれが

ある道路、堤防等にお

いて行う巡回監視に従

事したとき。 

１日につき ７１０円（大規模な

災害として市長が定める災害（以

下「大災害」という。）に係る作

業に従事した場合にあっては、

１，０８０円）。ただし、作業が

次の各号に掲げる場合に該当する

ときは、この額に当該各号に定め

る率を乗じて得た額。 

 (1) 日没時から日出時までの間

において行われた場合（次号

に掲げる場合を除く。） １

００分の１５０ 

 （手当の支給） 

第２条  略 

２  略 

 

 

 

３  略 

別表（第２条関係） 

手当の種類 勤務内容 手当の額 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

福祉現業手

当 

社会福祉事務所等におい

てケースワーク業務に従

事したとき。 

１日につき ２５０円 

行旅病人の収容作業に従

事したとき。 

１回につき １，０００円 

行旅死亡人の収容作業に

従事したとき。 

１回につき ２，０００円 
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新（改正後） 旧（改正前） 

   (2) 市長が著しく危険であると

認める区域で行われた場合 

１００分の２００ 

 異常な自然現象により重

大な災害の発生した箇所

又は発生するおそれの著

しい箇所で行う応急作業

又は応急作業のための災

害状況の調査に従事した

とき。 

１日につき １，０８０円。ただ

し、作業が次の各号に掲げる場合

に該当するときは、この額に当該

各号に定める率を乗じて得た額。 

 (1) 日没時から日出時までの間

において行われた場合（次号

に掲げる場合を除く。） １

００分の１５０ 

 (2) 市長が著しく危険であると

認める区域で行われた場合 

１００分の２００ 

 異常な自然現象により重

大な災害が発生し、又は

発生するおそれがある場

合において、災害対策基

本法（昭和３６年法律第

２２３号）第２３条第１

項又は第２３条の２第１

項の規定に基づき災害対

策本部が設置された犬山

市以外の地方公共団体の

区域に派遣されて行う災

害応急対策の作業に従事

したとき。 

１日につき ７１０円（大災害に

係る作業に従事した場合にあって

は、１，０８０円）。ただし、作

業が深夜において行われた場合に

あっては、この額に１００分の１

５０を乗じて得た額。 

 大災害が発生した市外の

区域において、愛知県内

広域消防相互応援協定 

（平成１５年４月１日締

結）に基づく消防相互応

援による消防業務又は消 

１日につき ２，１６０円 
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新（改正後） 旧（改正前） 

 防組織法（昭和２２年法

律第２２６号）第４５条

第１項に規定する緊急消

防援助隊としての消防業

務に従事したとき。 

 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

 

  

 

 

 

 

 

～
略
～ 

～
略
～ 

～
略
～ 

 

 


